
第 5 章 施設分類別の管理に関する基本的な方針 

42 

 

第 5 章 施設分類別の管理に関する基本的な方針 

第４章の基本方針を踏まえ、今後、全ての施設について検討を進めていきますが、ここ

では、各施設分類の中で特に重点的に検討すべき施設群について、検討の方向性を示しま

す。 

この基本的な方針は、公共施設マネジメント指針の「施設分類別の方向性」を令和３年

度（令和３年４月 1 日時点）に施設数等を修正したものです。 

なお、公共施設（建築物）は、「第７章 公共施設再配置計画（個別施設計画）」に掲載

してあります個別施設計画と同様に現状の分析・評価を行い、対策を決定、費用試算する

施設を対象としていますので、第３章の保有量とは一致していません。 

 

１．学校教育施設 

（１）施設の概要 

施設中分類 主な施設 施設数 延床面積 
小学校 小学校（休校２、廃校１を含む） 58 331,417 ㎡ 

中学校 中学校（廃校２を含む） 27 218,638 ㎡ 

高等学校 市立長野高等学校 1 13,453 ㎡ 

学校給食センター 給食センター（４）、給食共同調理場（５） 9 18,253 ㎡ 

その他の施設 

中間教室（３）、大岡農村文化交流センター、 

ふれあい学級、旧戸隠小学校宝光社分校、 

旧柵小学校、市教育センター、理科教育センター 

9 10,252 ㎡ 

計 104 592,013 ㎡ 

 

（２）現状と課題 

○学校教育施設全体では、104施設を有し、延床面積は約59.2万㎡で、公共施設全体の36.4％

と、最も多くの床面積を占めています。 

○小・中学校は、少子化の進行による児童・生徒数の減少により、現状においても、既に統

廃合や休校となった学校や、空き教室が発生している学校があり、今後更に施設の余剰が

生じると予測されることから、施設規模を踏まえると、市全体の公共施設総量の適正化を

図っていく上で、重点的に検討する施設となっています。 

○現在、小学校の複合化として、空き教室等を利用した「放課後子どもプラザ」等を設置し、

子どもたちが放課後に安全で安心して過ごせる居場所を確保し、遊びや生活、学びや交流

の場として提供しています。 

○小・中学校の耐震化は、令和２年度で終了しましたが、小学校の約 71％、中学校の約 65％

の建物は、築 30 年以上経過していることから、今後は、施設の老朽化対策が課題となり

ます。 
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（３）検討の方向性 

○小・中学校は、将来の児童・生徒数の動向等を見極めつつ、少子化に対応した適正な

規模・配置等の見直しを行っていく。 

○見直しの際には、市有施設最大の延床面積を占める施設であることを踏まえ、空き教

室などの余剰スペースの有効活用を一層進めるとともに、学校施設は地域住民にとっ

て身近な公共施設であり、地域コミュニティの核となることを視野に入れ、他の公共

施設との複合化など、集約化を図ることにより、公共施設の総量を効率的・効果的に

縮減していく。 
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２．生涯学習・文化施設 

（１）施設の概要 

施設中分類 主な施設 施設数 延床面積 
公民館・ 

交流センター（※） 
本館・分室・総合市民センター（34）、分館（28） 62 52,457 ㎡ 

集会所 
人権同和教育集会所（15）、集会所（３）、 

信州新町水防会館、中条会館 
20 3,891 ㎡ 

市民文化・ 

コンベンション施設 

長野市芸術館、東部文化ホール、松代文化ホール、 

勤労者女性会館しなのき、若里市民文化ホール、 

若里多目的スポーツアリーナ 

6 52,754 ㎡ 

図書館 長野図書館、南部図書館 2 7,107 ㎡ 

博物館 
博物館（３）、資料館（３）、記念館（２）、 

収蔵庫・室（３） など 
20 21,292 ㎡ 

隣保館 中央隣保館、大豆島隣保館、若穂隣保館、豊野隣保館 4 2,479 ㎡ 

その他の施設 

勤労青少年ホーム（３）、働く女性の家（２）、 

生涯学習センター、少年科学センター、 

青少年錬成センター（分館を含む）、 

中高年齢労働者福祉センター、中条音楽堂 

11 16,875 ㎡ 

計 125 156,855 ㎡ 

（※）掲載された施設の他、市の施設ではありませんが、地域住民により建設・運営されている「地域

公民館」があります。 

 

（２）現状と課題 

○生涯学習・文化施設全体では、125 施設を有し、延床面積は約 15.7 万㎡と公共施設全体

の 9.6％を占めています。このうち、築 30 年以上経過している建物は約４割を占めてい

ます。 

○集会所のうち、人権同和教育集会所 15 館、地区集会所３館、さらに隣保館４館の施設は、

機能的に公民館と類似しています。 

○公民館や集会所をはじめとする集会機能を持つ施設は、人口や面積が類似している他都市

と比較して、その保有量は多い状況にあるため、集会機能の必要性を検討し、既存施設の

相互利用や機能・役割分担などを考慮し、適正な配置や規模について検討する必要があり

ます。 

○博物館は、合併前の旧市では９施設設置していましたが、合併により現在 20 施設保有し

ており、施設の中には、老朽化した施設や利用者が極端に少ない施設があります。 
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（３）検討の方向性 

○公民館については、将来の社会教育施設の在り方や貸館を含めた地域活動の拠点とし

ての在り方とともに、働き方や日常生活の変化に伴う役割を含めて、その方向性を明

確にし、施設の配置や規模を見直し、他の施設への機能移転などによる再編を検討し

ていく。 

○施設の機能が公民館と類似している集会施設は、地元への譲渡や他の施設への機能移

転などによる再編を検討していく。 

○市民文化・コンベンション施設は、長野市芸術館を拠点とした文化芸術の振興にかか

る施策を踏まえ、今後の在り方を検討していくとともに、広域連携などによる利用促

進を図る。 

○博物館等は、歴史文化の継承や生涯学習にかかる方向性を明確にし、施設の配置や規

模を見直し、機能集約などの再編を検討していく。 
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３．観光・レジャー施設 

（１）施設の概要 

施設中分類 主な施設 施設数 延床面積 

温泉保養・宿泊施設 

アゼィリア飯綱、松代荘、温湯温泉湯～ぱれあ、 

保科温泉、豊野温泉りんごの湯、鬼無里の湯、 

鬼無里ふるさとの館、大岡温泉、 

聖山パノラマホテル、 

不動温泉保養センターさぎり荘、 

中条地域振興施設やきもち家 など 

17 32,202 ㎡ 

スキー場・キャンプ場 

旧飯綱高原スキー場、飯綱高原キャンプ場、 

戸隠スキー場、ゲストハウス岩戸、戸隠キャンプ場、 

戸隠民舞伝習施設、聖山パノラマオートキャンプ場 

7 8,746 ㎡ 

その他の施設 

オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）、 

大座法師池（ボート場）、飯綱高原テニスコート、 

飯綱高原南グラウンド、どんぐりハウス、 

奥裾花自然公園観光センター、 

鬼無里若者コミュニティセンター、 

聖山パノラママレットゴルフ場、 

旧聖山パノラマスキー場 など 

16 81,173 ㎡ 

計 40 122,121 ㎡ 

 

（２）現状と課題 

○観光・レジャー施設全体では、温泉保養・宿泊施設、スキー場・キャンプ場のほか、市有

施設最大の延床面積を誇るオリンピック施設の「エムウェーブ」など 40 施設があり、延

床面積は約 12.2 万㎡と公共施設全体の約 7.5％を占めています。 

○温泉保養・宿泊施設 17 施設のうち 13 施設は、合併により引き継いだもので、宿泊施設に

ついては、「国民宿舎松代荘」を除き中山間地域に存在するため、冬季の利用が低迷する

など、稼働率が低い施設があります。一方、日帰り施設については、地域住民の利用が多

く、主に地域住民の保養や健康増進のための施設となっています。なお、温泉保養・宿泊

施設の建物の 52.9％が築 30 年以上経過しており、老朽化対策が必要となっています。 

 

（３）検討の方向性 

○温泉保養・宿泊施設は集客施設であることから、行政としてのサービス継続の必要性

を検討するとともに、利用者数や稼働率の低い施設は、施設運営の改善を徹底し、な

お利用者数や稼働率が低い場合は、用途転用や廃止に向けた検討を行う。 

○また、基本的に民間においても整備・運営が可能と考えられることから、採算性のあ

る施設は民間への譲渡を進める。 

 

  



第 5 章 施設分類別の管理に関する基本的な方針 

47 

 

４．産業振興施設 

（１）施設の概要 

施設中分類 主な施設 施設数 延床面積 

産業振興施設 

農村環境改善センター、職業訓練センター、 

滞在型菜園、特産物販売施設、 

農水産物処理加工施設、特産センター など 

49 22,381 ㎡ 

 

（２）現状と課題 

○産業振興施設全体では、農水産物の加工所、道の駅などの特産物販売施設、滞在型菜園や

市民農園など中山間地域を中心に 49 施設あり、延床面積は約 2.2 万㎡で、公共施設全体

の 1.3％となっています。 

○産業振興施設のうち、35 施設は、合併前の旧町村によって、農村・産業振興、定住促進、

観光・雇用施策などを担う施設として、国の補助等を活用して整備されたものですが、利

用者数が低迷している施設があります。 

○農村地域交流施設（農村環境改善センター、活性化センター等）については、主に地域の

集会施設として利用されており、近隣公民館や集会所と機能が重複しています。 

 

（３）検討の方向性 

○中山間地域の産業振興施設は、設置目的や利用状況などを踏まえ、人口減少対策とな

る産業振興施策を推進していく上での位置付けなどを考慮しつつ、統廃合を含めた適

正な配置や規模、効率的な施設運営について検討していく。 

○主に地域の集会施設として、公民館や集会所と重複する機能を有している農村地域交

流施設は、用途転用や地元への譲渡、統廃合を検討していく。 
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５．体育施設 

（１）施設の概要 

施設中分類 主な施設 施設数 延床面積 
体育館・屋内運動場 社会体育館・屋内運動場・スポーツセンター など 42 44,468 ㎡ 

運動場等付帯施設 
千曲川リバーフロントスポーツガーデン、運動場、 

マレットゴルフ場 など 
11 1,409 ㎡ 

大規模運動施設 

長野運動公園総合運動場、 

ボブスレー・リュージュパーク、 

健康レクリエーションセンター、 

南長野運動公園、真島総合スポーツアリーナ 

12 108,064 ㎡ 

市民プール 市民プール 8 1,931 ㎡ 

その他の施設 テニスコート など 6 797 ㎡ 

計 79 156,669 ㎡ 

（※）運動場・テニスコートなどの露天施設は、建物がある施設のみを対象 

 

（２）現状と課題 

○体育館・屋内運動場は、42 施設を保有していますが、類似施設として、公民館や勤労青

少年ホーム等に併設されている体育館のほか、総合運動公園内の大規模体育館などがあり、

人口・面積が類似している中核市と比較して、体育館の施設数は多い状況にあります。 

○社会体育館・屋内運動場の平均稼働率は 67.7％となっており、中には稼働率が 90％を超

え、利用予約が困難な施設もあります。 

○社会体育館は、災害時の避難所としての機能を併せ持つ施設でもあります。 

○屋外市民プールの稼動期間は、７月上旬から９月上旬のおおむね２箇月間となっており、

スライダープール等の遊具を備えている施設以外の利用は低迷しています。 

 

（３）検討の方向性 

○社会体育館・屋内運動場は、公民館などに併設された体育館や小・中学校の体育館な

ど類似施設の配置状況を考慮し、市民ニーズや利用状況に応じて集約する。 

○体育館の集約においては、運動・健康づくり機能を身近な地域で確保するため、地域

コミュニティの中心となる小・中学校の体育館をより一層活用するとともに、類似施

設との連携を検討していく。また、体育館の競技機能については、大規模運動施設（総

合体育館）などの拠点施設に集約する。 

○市民プールは、老朽化や利用の状況に応じて集約を図るとともに、小・中学校のプー

ルの在り方を含め、プール全体として総合的に見直しを行う。 
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６．保健福祉施設 

（１）施設の概要 

施設中分類 主な施設 施設数 延床面積 
老人憩の家 老人憩の家 9 3,506 ㎡ 

高齢者福祉施設 
老人福祉センター（12）、デイサービスセンター（13） 

高齢者生活福祉センター（３） など 
36 23,499 ㎡ 

障害福祉施設 障害福祉施設 14 11,047 ㎡ 

保健センター 保健センター 12 10,449 ㎡ 

保育所・認定こども園 保育園（休園２を含む）、こども園 34 27,737 ㎡ 

児童館・児童センター 児童館・児童センター 39 12,551 ㎡ 

戸隠福祉企業センター 戸隠福祉企業センター 3 1,244 ㎡ 

その他子育て支援施設 こども広場 など 6 3,541 ㎡ 

その他施設 福祉センター、ボランティアセンター など 7 6,199 ㎡ 

計 160 99,773 ㎡ 

 

（２）現状と課題 

○老人福祉センターは、老人福祉法に基づく施設で、老人に関する各種の相談、老人の健康

増進、教養の向上やレクリエーションのための施設であり、利用者は高齢者に限定されま

すが、一般の公民館や集会所などのコミュニティ施設と類似する機能を有しています。 

○老人憩の家は、高齢者に対し教養の向上やレクリエーション等のための場として、高齢者

の心身の健康の増進を図ることを目的とした施設で、特別な設備として入浴施設が設置さ

れている以外は、老人福祉センターと機能が類似しています。 

 

（３）検討の方向性 

○老人福祉センターと老人憩の家は、それぞれが類似の機能を有するとともに、一般の

公民館や集会所などのコミュニティ施設と類似する機能も有していることから、類似

機能として統合や連携を図り、また、高齢者を中心とした多世代交流の促進の観点か

ら、他の公共施設との複合化を検討していく。 

○令和元年度から３歳未満児の待機児童が発生している一方で、将来の人口減少や少子

化を見据え、集団保育（教育）の重要性や地域における利便性等の影響を勘案しなが

ら、統廃合を含めた保育所の在り方について、対象となる地域関係者や保護者と協議

していく。 

○児童館・児童センターは、小学校の空き教室等を利用した「子どもプラザ」への移行

や、小学校施設との複合化により対応していくとともに、他の公共施設との複合化も

検討していく。 
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７．医療施設 

（１）施設の概要 

施設中分類 主な施設 施設数 延床面積 
病院・診療所 長野市民病院（※）、診療所 など 19 38,721 ㎡ 

（※）長野市民病院は、平成 28 年４月１日に地方独立行政法人に移行し、施設を同法人に承継させてい

ます。 

 

（２）現状と課題 

○診療所は、鬼無里、大岡、中条地区において、唯一の医療機関として、医療の確保や地域

住民の健康増進等を目的とした重要な施設として位置付けられています。診療所の年間受

診者数は約 2.4 万人となっていますが、地区人口の減少や他の医療機関への受診機会が増

えたことにより、年々減少傾向にあります。 

○戸隠及び鬼無里診療所は、支所との複合施設です。 

 

（３）検討の方向性 

○診療所は、施設の老朽化対策や長寿命化を講じつつ、地域の人口や受診患者数等を踏

まえ、適正な配置や規模、効率的な施設運営について検討していく。 
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８．行政施設 

（１）施設の概要 

施設中分類 主な施設 施設数 延床面積 
本庁舎 第一庁舎、第二庁舎 2 31,508 ㎡ 

支所 
支所・総合市民センター（28）、連絡所（２）、 

第一～第五地区住民自治協議会合同事務所 
31 31,048 ㎡ 

消防庁舎 長野市消防局、消防署（５）、分署（10）、 16 17,702 ㎡ 

消防団詰所 詰所、消防コミュニティ など 79 5,844 ㎡ 

教職員・職員住宅 教職員・職員住宅 43 17,813 ㎡ 

その他施設 
もんぜんぷら座、長野市保健所、資源再生センター、 

斎場 など 
30 65,070 ㎡ 

計 201 168,985 ㎡ 

 

（２）現状と課題 

○行政施設全体では、本庁舎、支所などの 201 施設の延床面積は約 16.9 万㎡で、公共施設

全体の 10.4％となっています。このうち、約４割が築 30 年以上経過しており、支所・連

絡所では、信里（連絡所）、若槻、芋井、長沼、三輪、朝陽、古牧などの 15 施設が該当し

ます。 

○支所・連絡所の施設数は、人口・面積が同規模の中核市６市（平均 17 施設）と比較して

多い状況にありますが、単独施設は少なく、多くは公民館などとの複合施設となっていま

す。 

○教職員住宅戸数は、今井原教職員住宅（100 戸）をはじめ、総数 199 戸ありますが、全体

の入居率は４割程度となっております。 

 

（３）検討の方向性 

○老朽化した施設の更新に際しては、複合化や多機能化を一層推進し、市民サービスの

向上を図るとともに、行政運営の効率化を図りながら適正な規模、配置を検討してい

く。 

○災害時の拠点施設としての機能確保の観点から、予防保全的な改修等を計画的に行っ

ていく。 

○証明書発行業務などの窓口機能については、情報通信技術（ＩＣＴ）の発展状況など

に応じて、施設に頼らないサービス提供についても検討していく。 
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９．市営住宅等 

（１）施設の概要 

施設中分類 主な施設 施設数 延床面積 

市営住宅等 
市営住宅、特定公共賃貸住宅、定住促進住宅、 

厚生住宅 
81 226,299 ㎡ 

その他施設 従前居住者用住宅、改良住宅 5 10,292 ㎡ 

計 86 236,591 ㎡ 

 

（２）現状と課題 

○市営住宅等は、86 団地（601 棟、3,689 戸）を有し、延床面積は約 23.7 万㎡で、公共施

設全体に占める割合は、学校教育施設（36.4％）の次に大きく、約 14.5％となっていま

す。このうち、約半分が築 30 年以上を経過しており、古い住宅ほど、入居率が低い傾向

にあります。 

○特定公共賃貸住宅、若者向け住宅、厚生住宅は、合併町村がそれぞれ地域の住宅政策を反

映して、中堅所得者向けや定住促進、住宅取得の促進などを目的として合併前に建設した

ものです。 

○また、市内には、県が管理する県営住宅が令和３年４月時点で 23 団地（4,035 戸）あり

ます。 

○本市では、市営住宅等（従前居住者用住宅は除く。）の現状と課題に鑑みて、将来の市営

住宅の統廃合を踏まえた建替え、改善、用途廃止などの実施計画として「公営住宅等スト

ック総合活用計画」を策定し、各団地の今後 30 年の長期的な方向性を具体的に示してい

ます。 

 

（３）検討の方向性 

○「公営住宅等ストック総合活用計画」に基づき、統廃合を踏まえた建替え、改善、用

途廃止などにより、人口・世帯数の減少に合わせて市営住宅戸数を段階的に縮小して

いく。 

○合併地域については、中山間地域の実情や定住促進などの人口減少対策を考慮しなが

ら別途政策的な判断をすることとし、また、将来的に用途廃止を含めて検討していく

団地については、具体化する時点で地域への影響や後利用などを含め、実情を考慮し

ながら改めて検討していく。 
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10．オリンピック施設 

（１）施設の概要 

施設名 建築年月 建設費 延床面積 
令和２年度の 

利用者数（※２） 
エムウェーブ 

（オリンピック記念アリーナ） 

1996 年 

11 月 
約 264 億円 76,223 ㎡ 

約 8.6 万人 

（約 43 万人） 

ビッグハット 

（若里多目的スポーツアリーナ） 

1995 年 

３月 
約 143 億円 25,471 ㎡ 

約 7.6 万人 

（約 27 万人） 

ホワイトリング 

（真島総合スポーツアリーナ） 

1996 年 

３月 
約 114 億円 19,504 ㎡ 

約 6.7 万人 

（約 16 万人） 

長野オリンピックスタジアム 

（南長野総合運動公園内） 

1996 年 

11 月 
約 102 億円 10,632 ㎡ 

約 2 万人 

（約 13 万人） 

アクアウイング 

（長野総合運動公園内） 

1997 年 

９月 
約 91 億円 13,545 ㎡ 

約 8.9 万人 

（約 14 万人） 

スパイラル（※１） 

（ボブスレー・リュージュパーク） 

1996 年 

３月 
約 95 億円 4,020 ㎡ 

約 0.2 万人 

（約 0.3 万人） 

計 約 809 億円 149,395 ㎡ 
約 34 万人 

（約 113 万人） 

（※１）スパイラルは、平成 30 年３月から冬期間の製氷を休止しています。 

（※２）（ ）内は、平成 30年度の利用者数です。 

 

（２）現状と課題 

○オリンピック施設は、1998 年２月の冬季オリンピック競技大会の開催２～３年前に整備

された大規模施設で、６施設の合計延床面積は、約 14.9 万㎡となり、公共施設全体の延

床面積の約９％を占めています。今後、施設の老朽化に伴う大規模改修や更新の時期を一

斉に迎えることとなり、その費用は膨大な額になると見込まれます。 

○施設の維持管理費は、市が負担しており、施設全体の経常的な維持管理費（臨時的な修繕

費を除く。）は、年間約７億円となっていますが、ナショナル・トレーニング・センター

（ＮＴＣ）の指定を受けている「エムウェーブ」と「スパイラル」に対する国からの補助

金約１億円を差し引くと、市の負担額は、年間約６億円となります。 

○オリンピック施設の将来について、市民アンケートの結果（回答約 3,000 人）を見ると、

「全ての施設をできるだけ存続させる」と回答された方は、全体の３％にとどまり、「利

用状況などに応じて施設ごとに見直しが必要である」と回答された方が全体の９割を超え

る結果となっています。 

 

（３）検討の方向性 

○オリンピック施設は、予防保全的な修繕計画による長寿命化を講じつつ、多目的利用

や市民スポーツ利用の促進を図るとともに、中長期的な施設の在り方について検討し

ていく。 
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11．インフラ施設 

（１）施設の概要 

①道路施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②河川施設 

 

 

 

 

 

③公園 

 

 

 

④上水道施設 

 

 

 

 

 

⑤下水道施設 

 

 

 

  

主な施設 保有量  主な施設 保有量 

市道 4,389km  門型標識 14 箇所 

橋りょう 1,761 橋  トンネル 2 箇所 

横断歩道橋 10 橋  長野駅庇列柱 1 箇所 

大型カルバート 8 箇所  駅自由通路 5 箇所 

シェッド 5 箇所  道路照明 1,255 箇所 

農道 799.6km  林道橋りょう 37 橋 

林道 389km  林道トンネル 3 箇所 

農道橋りょう 201 橋    

主な施設 保有量  主な施設 保有量 

準用河川 5km  排水機場（河川施設） 13 箇所 

雨水幹線 190km  排水機場（土地改良施設） 23 箇所 

電動水門 25 箇所  雨水調整池 16 箇所 

主な施設 保有量  主な施設 保有量 

都市公園 205 箇所  遊園地 521 箇所 

主な施設 保有量  主な施設 保有量 

管路 2,468km  配水池 256 箇所 

水源 57 箇所  ポンプ場 126 箇所 

浄水場 20 箇所    

主な施設 保有量  主な施設 保有量 

管路 2,378.8km  マンホールポンプ場 403 箇所 

処理場 27 箇所  雨水ポンプ場 14 箇所 

ポンプ場 3 箇所    
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（２）検討の方向性 

○インフラ施設は、公共施設の一般的な建物とは異なり、用途変更や多目的利用など、

使用方法の変更は難しい施設であるため、技術的な部分で工夫し、改修等費用を低減

していく。 

○道路・橋りょうは、市民の日常生活を支える施設であるとともに、産業や観光のため

にも重要な基盤となる施設であることから、今後も予防保全的な視点を踏まえ、国な

どが示す点検・工事の基準や技術に従って長寿命化計画を策定し、改修等費用に係る

国の支援制度を最大限利用しながら、施設の最適な維持管理に取り組んでいく。 

 

  


